
共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年3月14

日衆議院本会

議

米山隆

一衆議

院議員/

斎藤ア

レック

ス衆議

院議員

離婚時において、共同親権

を原則としないものか。

一義的に答えることは困難。

子の利益の観点から最善の判

断をすべき。

原則かどうか答えておらず、原則になる危険性がある。原則ではないことが明

らかになるような修文が必要。819条7項、824条の2等の規定の仕方からは、夫

婦間のＤＶやの子の心身への害悪等の例外的事情が認められない場合には共同

親権が原則とされると読める内容であり、共同親権が原則とされる、すなわち

単独親権を求める側が例外的事情の証拠を提出できない限り共同親権とされる

危険性がある。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

令和6年3月14

日衆議院本会

議

米山隆

一衆議

院議員

離婚後共同親権の場合、母

と子が引っ越しする際、離

婚している父親の同意は必

要か。

必要。

子の居所指定を単独で行うことができる「急迫の事情」の時期の切迫性の時

点・内容が不明確である。具体的には、単独での親権行使（子の居所指定）が

できる「急迫の事情」（824条の2第1項3号）の内容が不明確であり、離婚後共

同親権下であってもＤＶ・虐待・支配等の加害が継続あるいは再燃した事例に

おいて、子を連れて避難することが違法とされうる（婚姻中の共同親権下の子

連れ別居の場合も同様。）。例えば、(婚姻中)1か月前に夫が妻の顔を殴った。

夫を恐れて離婚を切り出せず夫が出張で不在になる機を待って子連れ別居した

場合、「急迫の事情」があるといえるのか。殴られたのが3ヵ月前の場合、1年

前の場合はどうか。いずれも不明である。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

④子を高葛藤の父母の間に置き続ける事案の増加

のおそれ

令和6年3月14

日衆議院本会

議

米山隆

一衆議

院議員

離婚後共同親権の場合、

「急迫の事情」（民法改正

案８２４条の２第１号３

号）について、受験の願書

が翌日に迫っているとき、

母親の同意だけで願書を提

出できるか。

受験願書の提出期限が翌日に

迫っている場合は、あたる。

「急迫」の時的限界が不明であり、受験校の決定が直前まで決まらず、子のメ

ンタルに悪影響が生じる恐れがあり、子の福祉に反する危険性がある。父母と

も単独で決定できるのであるから、競合する場合がある(父も母も「急迫」だと

して、父はA校への出願を単独で希望し、母がB校への出願を単独で希望した場

合にはどうなるのか不明である。このような、単独親権行使できる「急迫の事

情」または「監護または教育に関する日常の行為」における父母競合の問題は

他の場面でも当然生じる。)

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年3月14

日衆議院本会

議

米山隆

一衆議

院議員

離婚後共同親権の場合、あ

る種の小児の心臓手術のよ

うに、２か月から３か月程

度の範囲で手術日を選ぶ場

合、「急迫の事情」がると

して母親の同意だけでよい

のか。

直ちにあたらない。協議等が

できずに手術日が迫ってきた

場合は、当たりうる。

「急迫の事情」の判断基準が不明である。結果として医療機関では、トラブル

を避けようと子への対応に父母双方の署名を求める場面が増え、臨床現場に過

大な負担をかけることになり、適時適切な医療の実現の妨げになるし、両親の

意見が食い違った場合、困難な立場に医療機関が置かれる。手術日が迫ってき

た時期に手術の申込みと取り消す意思表示が単独でなされた場合の該当性が不

明。

3か月後に手術をする予定で、現時点では父母の同意は無いが手術予定日を仮押

さえする対応を病院が行うことが可能か。父母連名の同意書を手術日程をおさ

えるということでは、適時適切な医療が受けられず、子の生命・身体に危険が

生じうる。手術前提の検査をするためには、早い段階で手術同意書の提出が必

要になるところ、２、３か月前では「急迫の事情」にあたらないとされ、手術

前提の検査が行われない危険性がある。

医療ネグレクトに該当する危険性がある。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年3月14

日衆議院本会

議

米山隆

一衆議

院議員

精神的ＤＶや経済的ＤＶも

必要的単独親権の理由とな

るか。

事案による。 現時点で、具体的な判断基準が不明。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年3月14

日衆議院本会

議

米山隆

一衆議

院議員/

斎藤ア

レック

ス衆議

院議員

家庭裁判所は、現状でも家

事事件についてパンク気味

であるが、現在の家庭裁判

所は、新たな複雑な判断を

十分にできる体制が整って

いるのか。裁判所の体制が

整っていないなら、いつま

でに、どういった方法で整

備するのか。

最高裁判所において適切に判

断されるべきものであり、適

切な審理が行われるよう対応

される。

家庭裁判所の現実の人的体制、物的体制が不十分であることについて、何ら対

応するとは回答していないため、家庭裁判所の機能拡充がなされず、子の利益

が害される危険性がある。

家事調停事件既済事件の平均審理期間：7．2月（総数）（最高裁判所事務総局

「令和4年司法統計年報概要版　3　家事編」（令和5年8月）6頁・表6）　※裁

判所職員定員法　判事以外はむしろ減っている現状で、もし、この改正案が成

立したら人的体制を整備するといったってあまりに非現実的だろう。既に過労

を背景に病気休職が増えているのは全司法指摘の通り。裁判所職員定員法新旧

対照表　https://www.moj.go.jp/content/001388498.pdf

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年3月14

日衆議院本会

議

本村伸

子衆議

院議員

新たな紛争の多発が懸念さ

れるが、どう対応するの

か。

不必要な紛争が多発するとは

考えていない。

紛争が増えることについて、「不必要な」という形容詞をつけることで、紛争

が増加する問題を直視しない回答である。紛争が多発の懸念があることは明

白。①数年前に離婚した元配偶者から、共同親権変更希望を申し立てられた場

合、家裁に申し立てる必要がある。②監護の分掌について父母で意見が一致し

ない場合、家裁に申し立てる必要がある。③離婚後に子の氏を変更し、復氏し

た母と同じ氏にしようとしたら父が反対した場合、家裁に申し立てる必要があ

る。④離婚後に監護親母が再婚し、再婚相手と子を養子縁組しようとしたら父

が反対した場合、家裁に申し立てる必要がある。⑤コロナワクチンの接種をさ

せたい母と、させたくない父で意見が一致しない場合、家裁に申し立てる必要

がある。⑥歯列矯正をさせたい母と、反対する父で意見が一致しない場合、家

裁に申し立てる必要がある。⑦留学のためパスポートを取得したいが、留学に

反対する一方の親が取得に同意しない場合、家裁に申し立てる必要がある。

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年3月22

日参議院法務

委員会

仁比聡

平参議

院議員

子の利益を見極めるために

は基準や運用を明らかにす

る必要があるのではない

か。

親権者、保護者等の合意や関

与が必要とされる事項につ

き、本改正法の影響の有無

は、一時的には法令を所轄す

る関係各省庁等において検討

されるべき事柄であり、法務

省において、運用の基準を明

らかにすることは困難。

法案の前提となる運用の基準が検討されず、他省庁に下駄を預けており、子の

利益に反する運用がなされる危険性について十分な検討がなされていない。

令和6年3月14

日衆議院本会

議

米山隆

一衆議

院議員

これまで単独親権だった

が、共同親権が可能になる

と、離婚後に親権を得られ

なかったことに納得してい

ない親が、親権変更の調停

を申し立てることが予想さ

れるが、ＤＶ等を受けて離

婚して生きている親にとっ

て悪夢となるが、どのよう

な対策があり、どの程度防

げるのか。

子の利益のために必要な場合

に限定しており、かつ、ＤＶ

や虐待の場合のほか、父母が

共同して親権を行うことが困

難である場合には変更できな

いとしている。

具体的な対策について言及はなく、どの程度防げるかについても明確に回答し

ていない以上、具体的な対策が講じられていないといわざるえない。「子の利

益のために必要」か否かの判断基準として819条8項に定められている諸事情が

「子の利益」とどのように関係するか不明確であり、日本において最も多い、

調停によらない、公正証書も作成せずに離婚届を出したのみの離婚のケースで

は、容易に単独親権から共同親権への変更が認められうる。※家庭裁判所が実

際にDVや虐待を見抜けずスクリーニングできていなかった実態があるのに、そ

の検証と対策が法制審でも全く無視された。２０１２年細矢論文以降、大原則

面会交流実施となり、DV虐待被害者に大変な無理を強いたからこそ、裁判所も

後にようやく方針を転換するに至ったのである。細矢論文以降の家裁の問題に

ついては、小魚さかなこ弁護士(岡村晴美弁護士)のこのツリー等参照

https://twitter.com/KSakanako/status/1521823166653366273　　これと同

様に、家庭裁判所がDVや虐待を適切に除外できないことはおおいにあり得る。

身体的DVだって証拠が不十分なことは珍しくないが、精神的DV,性的DVなど証

拠が残りにくい。そもそも、数年前の離婚前のDVの証拠など既に破棄していて

証拠がないということも多いはず。また、協議離婚にも多数のDV事案があるこ

とについて無策すぎる。家庭裁判所に持ち込まれないDV離婚案件が多いのに、

家裁での対策ばかりいってもダメ。本当に共同親権を導入するなら、協議離婚

制度自体の抜本的改革もセットでなくてはならないはず。

令和6年3月22

日参議院法務

委員会

仁比聡

平参議

院議員

法制審家族法制部会の棚村

政行委員による共同親権が

望ましい場合と単独親権が

よい場合の基準や運用につ

き十分な議論ができなかっ

たとの発言、戒能民江部会

委員がＤＶ被害者の安全確

保が後退しないか強い懸念

を持っているとの指摘、殴

られてすぐに逃げない場合

に、子どものことを考え

て、夏休み等まで待って秘

密裏に家を出ることは「急

迫の事情」に含まれるのか

疑義があり、コンセンサス

が得られてないのでは。

完璧というわけにもいかない

が、ベストを尽くした。足り

ないものがあれば、補う。

「急迫の事情」が認められる

のは加害行為が現に行われて

いるときやその直後のみに限

られず、加害行為が現に行わ

れていない間も「急迫の事

情」が認められる状態が継続

しうると解釈することができ

る。

法制審家族法制部会の委員からも議論が不十分であるとの指摘、「急迫の事

情」の該当性とＤＶ被害者の安全確保の懸念から重大な疑義が呈されており、

対策や議論が不足している。「急迫の事情」が認められるのは加害行為が現に

行われているときやその直後のみに限られず、加害行為が現に行われていない

間も「急迫の事情」が認められる状態が継続しうると解釈することができると

いうが、一般的にそういった事態のことを「急迫」とは言わない。修文する必

要がある。具体的に、継続しうるとあるだけで、どの程度。認められるのか不

明である、「急迫」の文言が一人歩きして、限定的に解釈される危険性があ

る。　※非合意型共同親権の導入がされることも大問題。どのような場合に、

父母に共同親権の合意がないのに裁判所が共同親権を命じることが適切かにつ

いて、法制審での議論はわけがわからない。法制審小粥太郎委員発言

https://twitter.com/katepanda2/status/1760241780325597671

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

④子を高葛藤の父母の間に置き続ける事案の増加

のおそれ

⑥関係府省庁での検討不十分



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

大口善

徳衆議

院議員

「急迫の事情があるとき」

の具体例は。

入学試験の結果発表後の入学

手続のように、一定の期限ま

でに親権を行うことが必須で

あるような場合、ＤＶや虐待

からの避難が必要である場

合、緊急の医療行為を受ける

ため医療機関との間で診療契

約を締結する必要がある場

合。

従前の基準の不明確さの問題が解決されず。 ③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

大口善

徳衆議

院議員

監護及び教育に関する日常

の行為の具体例は。

例えば、その日の子の食事と

いった身の回りの世話や、子

の習い事の選択、子の心身に

重大な影響を与えないような

治療やワクチン接種、高校生

が放課後にアルバイトをする

ような場合。

子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチン接種の具体的な内容が

不明。
③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

大口善

徳衆議

院議員

省庁横断的な連携協力体制

を構築すべきではないか。

本改正案が成立した際には、

その円滑な施行に必要な環境

整備を確実かつ速やかに行う

べく、関係府省庁等と連携協

力体制の構築に向けて具体的

な検討を進める。

省庁横断的な連携協力体制の具体的な構築のための検討がなされていないとこ

ろ、人的、物的体制の強化は、2年では間に合わない（例：裁判官、家庭裁判所

調査官の採用、研修等）上、「親権者のできること」という見地から、e-GOV

法令検索システムで、「親権」、「未成年」、「十八歳未満」の単語で条文を

検索した法律（左記各単語順で、３８本（３４６箇所）、１４９本（９２２箇

所）、４３本（１３４箇所））と膨大であり、2年では到底、具体的な検討が間

に合わない。

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

枝野幸

男衆議

院議員

子が慢性的な病気手術が必

要だが、早く手術した方が

いいケースで、父母がなか

なかコミュニケーションが

取れない場合、「急迫の事

情」にあたるか。

手術の緊急性如何である。 「急迫の事情」からだと、明確な基準が読み取れない。 ③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

枝野幸

男衆議

院議員

離婚後共同親権の下、子の

修学旅行先が海外である場

合、改正案８２４条の３に

基づいて、子の教育の範囲

として、監護権者が単独で

パスポートの取得できる

か。

【法務省】

実務的にどうかは、旅券法の

解釈、適用の問題になるの

で、外務省であり、法務省か

ら答弁することは差し控え

る。

※数回速記中止

パスポートの申請、取得に関

し、基本的には、共同親権の

場合には父母共同で行う必要

がある。

【外務省】現状においては、

旅券発給申請の法定代理人署

名欄に一方の親権者の署名を

求めている。他方、本改正案

の議論を踏まえて、本改正案

の解釈に基づき、今後、未成

年者の旅券取得について、適

切な手続を定めていきたい。

【法務省】外務省に下駄を預け、正面から答弁していない。

実務上、多く生じるであろうケースであり、かつ子の利益に多大な影響のある

海外修学旅行や留学に際して、基準が不明確である。

監護と教育の範囲と法定代理行為について、混乱が見られる。

【外務省】本改正案の解釈に基づく未成年者の旅券取得について、現時点で具

体的な手続きについて定めておらず、実務上混乱を来す。

「親権者のできること」という見地から、e-GOV法令検索システムで、「親

権」、「未成年」、「十八歳未満」の単語で条文を検索した法律（左記各単語

順で、３８本（３４６箇所）、１４９本（９２２箇所）、４３本（１３４箇

所））と膨大であり、公布後2年以内に施行では到底、具体的な検討が間に合わ

ない。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

⑥関係府省庁での検討不十分



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

枝野幸

男衆議

院議員

父母の協議が調わないと

き、改正案の八百二十四条

の二、三項で、家庭裁判所

が単独行使を認めることが

できる手続は、家庭裁判所

において、保全処分や逮捕

状発布手続のように即座に

できるか。

現時点で法改正後の裁判所の

運用について具体的に申し上

げることは困難。改正された

場合、今後、そのような場合

も想定しながら、改正法施行

後の運用に関する大規模庁で

の集中的な検討、全国規模で

の検討会の機会を設ける等。

現時点では、裁判所の迅速な手続ができるか不明であり、検討もしていない準

備不足、検討不足の状態であって、公布後2年以内に施行では、到底間に合わな

い。本来は、その体制如何で、本法律案の実質的な評価が決まるのであって、

重要な部分について、決まっていないことに本質的な問題があり、まさに、生

煮えの法律案である。

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

枝野幸

男衆議

院議員

医療行為やパスポートを取

る等、日常の範囲がどこま

でか分からないから、どこ

まで確認する必要があるの

か混乱が生じるがどうか。

親権の単独行使が許容される

範囲について、関係府省庁等

とも連携して、適切かつ十分

な周知、広報に努めたい。

現時点で、連携していない。「親権者のできること」という見地から、e-GOV

法令検索システムで、「親権」、「未成年」、「十八歳未満」の単語で条文を

検索した法律（左記各単語順で、３８本（３４６箇所）、１４９本（９２２箇

所）、４３本（１３４箇所））と膨大であり、公布後2年以内では到底、具体的

な検討が間に合わない。そもそも、子の利益を考えた制度設計であれば、まず

は、他の法律との関係で、子の利益に反しないかどうかを検討すること先決で

ある。

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

道下大

樹衆議

院議員

元配偶者の両親や元配偶者

を弁護した弁護士を被告に

するリーガルアビューズの

実態について、調査をした

ことがあるのか。

シングルマザー・ファーザー

のうち、11％が法的な手続を

悪用した嫌がらせを受けたこ

とがある。

祖父母や弁護士に対する乱訴

について調査したものはな

い。

悪用の実態があるにもかかわらず、具体的な対策がない。

祖父母や弁護士に対する濫訴によるシングルファーザーやシングルマーザーの

応訴の煩、時間的・精神的負担等により、真に子の利益に即した解決に至らな

いリスクを考慮すべきである。

特に、ＤＶ被害者に寄り添う弁護士に対する業務妨害や不当な濫訴・懲戒請求

が生じている実態があるところ、これらにより、子の利益を図る代理人の業務

に支障が生じ、その結果、子の利益に反する結果を招来させるおそれがある。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

道下大

樹衆議

院議員

フレンドリーペアレント

ルールを定めたものではな

いという認識でよいか。

フレンドリーペアレントルー

ルは、これは様々な意味で用

いられているため、一義的に

お答えすることは困難。

定義を明らかにした上で、回答しておらず、不明であり、フレンドリーペアレ

ントルールの問題を回避する実効性のある対策が取られない危険性がある。

※フレンドリーペアレントルールとは、他方の親と友好的な関係をとろうとし

ている親、他方の親との面会交流に「協力的」な親の方が親権者として的確だ

と判断する考え方。この考え方の結果、DV・虐待を理由とした面会交流の拒否

を躊躇させることにつながりうる。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

道下大

樹衆議

院議員

学校や病院に対する濫訴の

防止策は。

現行法においても、不当な目

的でみだりに調停の申立てが

なされた場合には、調停手続

をしないことによって事件を

終了させる。

本改正案では父母相互の協力

義務を定めているところ、不

当な目的でなされた濫用的な

訴え等については、個別具体

的な事情によってはこの協力

義務に違反するものと評価さ

れることがあり得る。このこ

とがそのような訴え等の防止

策になる。

学校や病院に濫訴等の防止策が何かという問いに対する回答になっていない。

学校や病院において、困難な判断を強いること、法的リスクを回避すべく、子

の利益に反する取扱いがなされる危険性がある。

実効性のある、具体的な防止策ではない。すなわち、民事訴訟上の訴権の濫用

は、実務上、極めて例外的にしか認められないものであるという認識がまった

くない。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

道下大

樹衆議

院議員

急迫の事情がある場合の対

策は。

【厚労省】明確にどういう場

合が緊急かというようなもの

は示したものはない。そう

いった実態を踏まえまして、

今後、法務省とよく相談しな

がら、医療機関に適切に示

す。

具体的な対策が決まっていない。
③子に関する重要事項を決定できないおそれ

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

本村伸

子衆議

院議員

留学のためのパスポートを

取得したいが、留学に反対

する一方の親が取得に同意

しない場合、家裁に申し立

てる必要があるということ

等の紛争は本法律案によっ

て多発していくことになる

のではないか。

必要な判断、必要な件数の増

加は当然あり得る。必要な判

断と不必要な紛争はやはり分

けて考えなければいけない。

必要な判断が増えるということは、紛争が増えるということであるところ、現

状、その判断をする家庭裁判所の人的・物的体制が不十分であるために、子の

利益に反する結果をもたらす危険があるということである。今後、具体的にど

のような体制を構築するかによって、本法律案の評価が変わりうるのである。

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

本村伸

子衆議

院議員

離婚後、共同親権になった

場合、その子に合う薬を決

めるために、何度も薬を試

すために変えなければいけ

ない場合、その都度、元配

偶者の合意が必要なのか。

特別支援学校にするのか、

特別支援学級にするのか、

別の学校の特別支援学級に

するのか、普通学級に、そ

して通級にするのかとか、

一年かけて相談しながら決

めることも、その子の日常

の様々きめ細かい状況も把

握していない別居親の合意

が必要なのか。

子が日常的に使用する薬で、

その心身に重大な影響を与え

ないようなものの選択は、監

護又は教育に関する日常の行

為に当たり、同居親が単独で

決定することができる。子の

進学先の選択や特別支援学級

への進級等の決定は、基本的

には父母が共同して行うこと

になる。

急迫ではなくて、一年かけて相談しながらその子の特性に合った学校を選ぼう

と努力をされているが、通常その子の様子をきめ細かく把握していない別居親

の合意が必要だということになれば、様々な、子の利益に反することが出てく

るのではないか。

令和6年4月2

日衆議院法務

委員会

道下大

樹衆議

院議員

単独親権か共同親権かの確

認方法や、双方の意思が一

致しなかった場合の調整方

法について、厚生労働省は

どのような事態と対策を想

定しているのか。

【厚労省】個別の事情に即し

て判断されることになるた

め、一概に答えることは困

難。父母双方が親権者である

ことは来院した親に確認を取

り、双方が親権者である場合

には、同意を取得できていな

い親に対して、事情を説明し

た上で同意書を送付する等の

対応が考えられる。厚生労働

省としては、今後、法務省と

も相談しながら、医療機関に

対して適切に今般の制度趣旨

等の周知する。

急迫ではないが、そのような対応ができない場合の具体的な方策が決まってい

ない。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

⑥関係府省庁での検討不十分

③子に関する重要事項を決定できないおそれ



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

慶應義

塾大学

名誉教

授犬伏

由子

家庭裁判所の役割が増大する

ことが見込まれ、これに伴

い、家庭裁判所の人的、物的

整備、充実が必要で、予算措

置が講じられるべき。

家裁の人的・物的体制が不十分である。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

慶應義

塾大学

名誉教

授犬伏

由子

例えば、東京家庭裁判所の裁

判官一人当たりの担当事件数

は五百件と言われている。

裁判官不足である。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

慶應義

塾大学

名誉教

授犬伏

由子

東京家裁の調査官の数は百十

名、首席調査官一名、少年事

件担当調査官が三十名、家事

事件担当が七十九名で、家事

事件の担当でも、成年後見事

件、遺産分割担当もおり、七

十九名の家事事件調査官全て

子の監護の事件を担当するわ

けではない。

調査官不足である。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

慶應義

塾大学

名誉教

授犬伏

由子

地裁、家裁の兼務、裁判官が

常駐していない支部、調査官

が常駐していない支部もあ

る。子の監護事件に調査命令

が出された事件の割合は、調

査官常駐庁では四四・五％だ

が、非常駐庁では三七・一％

と、開きがある。

支部の人的体制の不足は、深刻である。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

慶應義

塾大学

名誉教

授犬伏

由子

子供の意見聴取や試行的面会

交流を実施するためには児童

室が必要だが、児童室が設置

されていない庁舎もある。

家庭裁判所の物的体制が不十分である。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

慶應義

塾大学

名誉教

授犬伏

由子

調停室が不足し、次回期日を

先延ばしにせざるを得ない場

合があること、当事者である

申立人及び相手方双方の待合

室が不足して、廊下などに長

椅子を置いて待機する状況が

あること、例えば、特に配慮

を必要とする事案で難儀す

る。

同上。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

慶應義

塾大学

名誉教

授犬伏

由子

手続代理人の選任件数が少な

い状況で、子の手続代理人の

報酬についての公的助成も必

要。

同左。
②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

慶應義

塾大学

名誉教

授犬伏

由子

家事事件手続法百五十二条の

三に、審判前の親子交流の試

行的実施の規定が新設され、

これに対応する面会交流試行

室の拡充が必要となる。

物的体制が不十分である。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

＃

ちょっ

と待っ

て共同

親権プ

ロジェ

クト

チーム

リー

ダー斉

藤幸子

離婚後共同親権導入の法案が

成立し、施行されたなら、別

居親の同意を得るために裁判

をし続けなければならない。

肉体的にも、精神的にも、経

済的にも更に追い込まれる。

本来であれば、その時間、お

金を子どもに費やしたい。

紛争の増加による、ＤＶ被害者の被害や子の福祉に反する結果を招来させる危

険性がある。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

＃

ちょっ

と待っ

て共同

親権プ

ロジェ

クト

チーム

リー

ダー斉

藤幸子

父母が合意できない場合で

も、家裁が共同親権を決定で

きる内容になっているが、同

居中ですら意見が合わない夫

婦が、家裁に強制されて親権

を共同行使できるのか。子ど

ものためにと意見を合わせら

れるのか。

非合意型共同親権のケースにおいて子の利益のための意思決定ができるのかど

うか疑義がある。

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

＃

ちょっ

と待っ

て共同

親権プ

ロジェ

クト

チーム

リー

ダー斉

藤幸子

離婚後も、子供の進学、海外

旅行、ワクチン接種や病院で

の手術など、子供の成長の節

目節目で別居親の同意が必要

になるが、どこが子どもの利

益になるのか。

子の利益といいながらも、具体的なケースに基づいて、どのような点で、子の

利益に資するのか、あるいは、子の利益に反するのかが検討されていない。
③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

＃

ちょっ

と待っ

て共同

親権プ

ロジェ

クト

チーム

リー

ダー斉

藤幸子

離婚後共同親権が導入されれ

ば、加害者は共同親権を交渉

材料に利用して、離れてもＤ

Ｖ、虐待が続き、逃げ場がな

くなる。離婚協議の現場で

は、２年後に法が施行された

なら共同親権を主張してやる

と言われている当事者もい

る。

ＤＶ被害者の保護、濫訴等の具体的な対策が必要である。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

＃

ちょっ

と待っ

て共同

親権プ

ロジェ

クト

チーム

リー

ダー斉

藤幸子

急迫の事情がない限り、子の

居所指定、つまり引っ越し先

を夫婦で一緒に決めなければ

ならないが、ＤＶ被害当事者

が子を連れて避難することが

できなくなるのでは。離れた

い相手からの許可を得てから

逃げるなど、あり得ない。

継続した暴力に耐えられなくなり、ある日逃げようと決意した際に、着のみ着

のまま逃げる人もいるが、多くは、子どもの安全を確保するため、計画した上

で逃げるものの、計画して逃げる場合も急迫に当たるのか不明。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

④子を高葛藤の父母の間に置き続ける事案の増加

のおそれ

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

＃

ちょっ

と待っ

て共同

親権プ

ロジェ

クト

チーム

リー

ダー斉

藤幸子

妻は配偶者によるストレスで

重度のうつであり、障害のあ

る子供の監護に悪影響になる

ので、面会の負担を考慮すべ

き、子どもは障害の状態か

ら、面会交流は控えるべきと

の診断書に対し、調停委員や

裁判官は、それは離婚事由

で、面会では理由になりませ

んねと言い、調査官も、子供

に障害があっても、親がうつ

でも、面会には関係ないと述

べた。

ＤＶ被害者についての調停委員、裁判官、調査官のの能力、資質が不十分であ

る。
⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

柴山昌

彦祝儀

委員議

員→犬

伏参考

人

裁判所は、適切にＤＶ、Ｄ

Ｖのおそれ、虐待について

判断できるのか。

リスクアセスメントであると

か、ＤＶ、児童虐待について

十分にそれを判断するという

ところまでスクリーニングが

できているかというと、まだ

そこまで行っていないかもし

れない。

裁判所の判断能力に現状、問題がある。

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

本村伸

子衆議

院議員

→山口

参考人

拙速な場合、新たな人権侵

害、命のリスクが起こって

しまうのではないかと危惧

しているがどうか。

ＤＶに対する日本の制度は足

りていない。これは裁判だけ

ではなく、協議中、同居中で

すとか別居中においても、被

害者が安全、安心に暮らせる

ようにするには、裁判以外で

も何か制度をつくらなければ

いけない。

ＤＶ被害者保護の制度が不十分である。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

本村伸

子衆議

院議員

→斉藤

参考人

同上

六年間の間に十六個の裁判を

起こされた人がいる。裁判

官、診断書を書いた医師を訴

えたりすることもある。助け

てくれた人が訴えられること

は、そのうち誰も助けてくれ

なくなるのではないかと思う

と、絶望的に苦しい思いをす

る。

濫訴の具体的防止策が必要である。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

外国では共同親権と言われる

が、親権ではなく親責任とか

配慮義務が主流である。親権

という言葉が残り、包括的な

子に対する親の権利があるか

のような誤解を生む危険性が

ある。

権限は、義務を遂行するために必要な範囲での権限であるべきで、親権という

言葉を使わなくても、例えば、居所指定権とか法定代理権とかいう形で、権限

ごとに明確にすればよいのではないか。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

「その子の人格を尊重すると

ともに」となっているが、子

の意思の尊重という言葉には

なっていない。子どもの権利

条約の表現と合わせて、子の

意思の尊重という言葉を入れ

るべきである。

同左。 ③子に関する重要事項を決定できないおそれ

＃

ちょっ

と待っ

て共同

親権プ

ロジェ

クト

チーム

リー

ダー斉

藤幸子

ＤＶ被害者らの支援について

も心配がある。両方の親が親

権を持っている場合、相手の

同意があるかどうかをめぐっ

たトラブルを避けるため、学

校や病院、行政や警察を含む

支援機関が及び腰になること

も予想される。親権の共同行

使が明確化されると、支援関

係の方々が親権の侵害だと訴

訟を起こされ妨害を受けた結

果、ＤＶ被害者と子供たちは

誰も頼れず、孤立させられ

る。

同左。

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

③子に関する重要事項を決定できないおそれ



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

八百二十四条の二、親権の行

使について、共同か単独か

は、どちらが原則でもない。

つまり、共同が原則ではない

ということを条文上も明確に

していただきたい。

同左。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

子供を連れた別居ができなく

なれば、危険にさらされるの

はＤＶ等の被害者と子供であ

る。急迫との言葉は狭過ぎる

ので、その文言を変えていた

だきたい。

同左。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

④子を高葛藤の父母の間に置き続ける事案の増加

のおそれ

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

ＤＶは立証が難しいという問

題がある。ＤＶは、家庭内と

いう狭い空間で行われ、被害

者も自分がＤＶを受けている

と分からないまま体調が悪化

したり、病気になる人もい

る。加害者から離れて初めて

異常なことだったと分かる場

合もある。とすると、そもそ

も証拠を確保することが難し

い。かかる場合にも、証拠が

ないからといって、子を連れ

て避難できなかったり、裁判

所により共同親権を強制され

たりすれば、被害者はおろか

子も大変つらいことになる危

険性がある。したがって、家

庭裁判所の充実と科学的知見

を備えた専門家の配置が必要

となる。

同左。

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

フレンドリーペアレントルー

ルとは、相手の親と友好的な

関係を築くべきというもの

で、別居、離婚の理由が、Ｄ

Ｖや精神的ハラスメントをし

ているような親であっても、

年間百日面会交流させると主

張した親に親権者を与えると

いった極端な判決に見られる

ような考え方である。毎日の

ようにどなられたり、監視さ

れたり支配されたりしていた

ＤＶ被害者に、子供のためと

はいえ、友好的な関係を築け

と言えるのか。

このルールは、ＤＶ加害者に親権をよこせと言うためのルールにほかならない

ので、解釈上のみならず、法文上もこのルールを採用したものでないことを明

らかにしておく必要がある。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

共同親権でも、監護者を決め

て、共同親権者の意見が分か

れたときに、家庭裁判所に行

かなくても決めることができ

る人を決めておくということ

も、子供が生活上の不自由を

来さないという意味で重要で

はないか。

同左。 ③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

一方の親が反対するというこ

とは、拒否権を与えるという

ことである。裁判所を経なけ

れば何も決められなくなり、

一番困るのは子どもである。

日本の裁判所は、非常に人

的、物的な体制が整っていな

い。

同左。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

附帯決議でも述べられている

が、現在、二百三ある支部の

うち、四十四の支部に裁判官

が常駐していない。大規模庁

でも事件の審理に時間を要

し、調停では裁判官がかけ持

ちしているので、なかなか進

行しない。

同左。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

原田直

子弁護

士

日常行為というものの範囲が

明確ではない。日常行為が何

かということをめぐって争い

になる危険性がある。それぞ

れの親が、それぞれ勝手に、

子どもの習い事とかの契約を

することになり、子の利益に

反することになりかねない。

学校や医療機関など第三者

は、父母の同意を得る具体的

方策が不明である。クレーム

を恐れてあらゆる場面で父母

の同意を求めるようになれ

ば、子どもは当たり前の教育

や医療も受けられなくなる危

険性がある。

同左。 ③子に関する重要事項を決定できないおそれ



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

海外ではポスト・セパレー

ション・アビューズと呼ばれ

る。日本においても非常に深

刻な被害が生じているが、世

間に知られていない。離婚後

も子供を紛争に巻き込み続け

る危険性について真摯に受け

止める必要がある。

同左。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

二〇一〇年代以降、家庭裁判

所は、面会交流について積極

的に推進してきた。二〇一一

年の民法改正で面会交流が明

文化され、二〇一二年、裁判

官が論文を発表すると、面会

交流は原則実施論と呼ばれる

運用となった。調停の席で、

どんな親も親は親、虐待が

あったからこそ修復をしてい

くことが子どものためという

説得がなされ、ＤＶはもちろ

ん、虐待も、子の拒否すらも

軽視されて、同居親にとって

も子供にとっても非常に過酷

な運用がなされてきた。

同左。

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

ＤＶ被害者に対して誘拐罪で

の刑事告訴や民事裁判、被害

者側弁護士に対する懲戒請

求、自分こそが連れ去られ被

害者である旨をＳＮＳ等で発

信し、配偶者や子ども、その

親族の写真や個人情報を公開

するなど、加害行為が別居後

にも終わらず、むしろ復讐に

も近い形でエスカレートする

ケースが増えている。

同左。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

法制審議会では、二〇一〇年

の調査に基づいて、離婚直後

は紛争が激しいが、三年とか

五年で落ち着いてくるという

ことが紹介されていたが、二

〇一一年以降、実務は様変わ

りしている。

同左。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

子どもにプラスになるという

意見は、子供の養育に共同し

ていく意識が醸成されるとい

う理念的なものにとどまるの

に対し、子どもにマイナスに

なるという意見は、保育園入

園妨害など、子の福祉に反す

る状況が発生する、養育親が

進学や病気の際に速やかに方

針決定できないなど、子ども

の生活に直結している。

同左。

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

離婚後共同親権は、同居して

いる監護親が一人で決めるこ

とができなくなるということ

であり、他方の親に拒否権を

与えることになる。単独行使

ができるのか、単独で行使す

ると違法になるのかというの

が共同親権問題の正しい捉え

方である。父母の意思疎通の

困難さを軽視して共同親権を

命じれば、子に関する決定が

停滞し、裁判所がＤＶや虐待

を見抜けずに共同親権を命じ

れば、ＤＶや虐待の加害が継

続することになるということ

を深刻に捉える必要がある。

同左。

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

面会交流は子供のためによい

ものという推定の下、ＤＶや

虐待などの不適切ケースは調

査によって除外できるという

考えで、弊害を生じさせてき

た。共同親権制度の導入を考

えるときにも参考にすべき経

験である。親権の共同は子ど

ものためによいもの、そうい

う推定に基づいて原則共同親

権と解釈することは、子供の

利益を害する。

同左。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

③子に関する重要事項を決定できないおそれ



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

裁判所の人的、物的の資源の

拡充もなく、規定が先行する

ことに対しても大きな懸念が

ある。現在でも家裁はパンク

している。二か月に一回も期

日が入らない。

同左。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

斉藤洋

明衆議

院議員

→大村

参考人

ＤＶ事案への対応は。

ＤＶについてやはり、見えな

い問題があるというのはその

とおりで、そういうふうな問

題はあろうかと思う。これに

ついては、調査官の増員等を

図るなどによって実態の把握

に努めるということが望まれ

る。

裁判所が適切にＤＶ事案を把握して、適切な判断ができない現状がある。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

現場の感覚で、裁判官、調査

官の増員は二倍、三倍では足

りない。過重な事件を抱えた

家庭裁判所が迅速に審理を進

めようとすれば、原則共同親

権の運用に流れ、説得しやす

い方、つまり弱い方に痛みが

強いられ、子供やＤＶ被害者

の意見が封じられる危険性が

ある。

同左。

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

岡村晴

美弁護

士

親権制度が適用された場合、

同居中であっても別居後で

あっても、他方の親の許可が

必要となり、許可を取らなけ

れば違法とされ、慰謝料請求

されるということになる。

これを抑止する手当てがな

い。ポスト・セパレーショ

ン・アビューズの武器が無限

に加害者に与えられる。対策

なく法改正されることになれ

ば、家族法は、ストーカー促

進法、嫌がらせ支援法となり

かねない。

同左。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

本村伸

子衆議

院議員

→原田

参考人

同上

現状裁判所が子供の意見を聞

く手続は、15歳以上であれば

子供に書面を出させるだけ、

小さい子供でも1，2回話しを

聞くくらい。子どもの人格で

はなくて意思を尊重すべきで

ある。

同左。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

本村伸

子衆議

院議員

→岡村

参考人

ＤＶ事件などを含めて、担

当する弁護士の力が必要だ

というふうに思うが、かか

る案件を担当する弁護士は

十分足りているのか。

弁護士がＤＶ被害者側につく

障壁は、やはり非常に値段が

安くて経営が困難になりがち

であるという点とDV加害者か

らの業務妨害である。

ＤＶ被害者及び代理人への経済的支援の必要性及び業務妨害の具体的な対策が

不十分である。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

本村伸

子衆議

院議員

→岡村

参考人

子どもの意見表明、意思の

尊重は重要な点だと思う

が、どのようにお考えか。

基本的には、子どもに一度会

うだけで意思の把握が十分さ

れていると思わない。今回の

改正で子どもの人格を尊重す

るという言葉が入ったが、法

制審議会の議論では意思を尊

重するという、特に弁護士を

中心とした意見が出ていたに

もかかわらず、それを切り捨

てる形で人格を尊重する、そ

の人格の尊重の中には当然意

思の尊重も入っているんだみ

たいなことになっていたの

で、それは非常に問題があ

る。

同左。

令和6年4月3

日衆議院法務

委員会（参考

人質疑）

本村伸

子衆議

院議員

→岡村

参考人

一人一人の子供の最善の利

益に関して、今現状ではど

ういうふうに判断されてい

るのか。

（面会交流について）事細か

く最初に決めると二つの弊害

があって、一つは、それに従

わせるのは子どもであり、大

人の決めた約束によって、例

えば、来年の何月何日には父

親と過ごし、何月何日は母親

と過ごしみたいなものを決め

ることは、子どもに対して虐

待行為に近い。ワラースタイ

ンというアメリカの多くの事

案を研究した方が、事細かに

決めた面会計画に従って面会

を続けた子どもは一人残らず

親を恨んだと述べている。子

どもにとって一番よい面会

は、会いたいときに会うとい

う子どもの「意思」を尊重す

るものになるので、計画を決

めればいいということではな

い。もう一つの弊害は、計画

どおり面会交流を行わないと

裁判をする、裁判所が子供の

最善の利益を図るんだという

主張があるが、一人で子を育

てている親に取っては大変な

負担となる。

同左。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

三谷英

弘衆議

院議員

今後、改正民法が施行され

るまでに、どのような体制

整備を行う予定か、裁判官

や家事調停官の増員への意

識はあるか。

本法案により家族法の改正が

された場合には、本改正が各

家庭裁判所における事件処理

に与える影響を考慮しつつ、

家事調停官の配置数の増加、

あるいは、これまで家事調停

官の配置のなかった庁に新た

に配置をするなどの調停官制

度を活用する。

公布後2年以内で、かかる体制を構築することは、現実的ではない。 ⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

山井和

則衆議

院議員

理論上はＤＶの人は除外さ

れるとしても、問題は、調

査の人的限界、期間の限界

により、DV等が見落とされ

て、子の命が失われること

にならないか。

この法改正を一つの契機とし

て、ＤＶに対して裁判所がど

うあるべきか、立法府で議論

をした内容と司法と共有す

る。

質問に答えていない。

現状、具体的な対策が決まっていない中、不十分な議論を共有しても、DV等が

看過されない制度的担保は、何ら保障されない。具体的なケースに即して制度

的な担保を作るべきである。すなわち、伊丹市では、二〇一七年、面会交流

中、四歳の女の子が父親に殺される事件が起きた。調停でＤＶ被害があったこ

とを訴えたが、調停委員から面会交流を勧められ、元夫につきまとわれる恐怖

にさらされながらも、面会交流に送り出された日に子が殺害された。また、面

会交流中に子どもたちが命を落とすケースは、既に共同親権を導入している国

では、これまでに九百八十五件報道されている。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

山井和

則衆議

院議員

子どもの意見を尊重してほ

しいという意味で、離婚等

の場合の親権者の定めに関

し、意見聴取等により把握

した父母及び子それぞれの

意思の考慮の明記し、子供

の意見を尊重する修正がで

きないか。

子どもの人格の尊重の中に

は、子の意見、意向を適切な

形で考慮する、尊重する意味

は間違いなく含まれているの

で、法案修正までは必要な

い。

子どもの意見表明権として規定されていない。子どもの人格の尊重の中に、子

の意見、意向を適切に考慮するならば、そのように記載した上で、適切に子ど

もの意見表明権を規定した方が、より一層、子どもの利益に資するのであっ

て、必要性がないということ自体不可解である。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

谷川と

む衆議

院議員

家事事件の審理期間の長期

化や事件の困難化傾向が指

摘される中、家庭裁判所に

は本法律案により新たな事

件類型や意見調整すべき事

項が追加されるが、体制整

備についてはどのように考

えているのか。

【最高裁判所長官代理者】

最高裁においても、家事調停

の期日間隔の長期化の点に着

目をして、近年の各家庭裁判

所における期日間隔の改善状

況に違いがあることを踏ま

え、幾つかの庁からその長期

化要因に関して実情等を聴取

するなどし、その結果を分析

して、各家庭裁判所に対して

一層の調停運営改善の取組の

ために必要な情報提供をする

ことを検討している。

本法案が成立し、施行される

と新たな裁判手続等の創設に

伴い、家庭裁判所に申し立て

られる事件数の増加が見込ま

れる。

最高裁も、長期化していること、事件数の増加が見込まれていることを認識し

ているものの、長期化の原因や具体的な対策が今後情報収集し、検討するとし

て、現状では原因を特定されておらず、具体的な審理体制の整備がいつどのよ

うになされるのかが全く示されておらず、改善が担保されていない。

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

山井和

則衆議

院議員

離婚された事案で、仲が悪

い場合、子と長年別居して

いる親から急に進路につい

て子の進学について了解し

てほしいと言われた際に

は、子どもが困ることにな

る。大学受験のケーで、別

居親が反対した場合、子が

高校生で、大学進学したい

と思っており、同居親は

が、一緒に頑張って勉強し

ようねと言っているが、何

年間か別居している親が共

同親権になって、いきな

り、金がかかるから進学を

認めないと言い出してし

まった場合、そうなったと

き、審判をすると大体何か

月ぐらいで結論は出るの

か。進学できるのか。

個別具体的な事情で、司法の

問題である。今の事例であれ

ば、何年もケアしていない、

養育費も払っていない、コ

ミュニケーションも取ってい

ない。しかし、共同親権に

なった途端に介入をしてく

る、あるいは妨害的なことを

してくるということになれ

ば、共同親権者としてふさわ

しくない、あるいは共同親権

を行使するにふさわしくない

という判断が十分裁判所にお

いて成り立ちうる。

具体的に明確ではなく、子の進学の帰趨が予見不可能になると子どもの利益に

反する危険性がある。

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

山井和

則衆議

院議員

例えば、子が進学する予定

であったところ、共同親権

になり、別居をしている親

からブレーキがかかるかも

しれない。ブレーキがか

かって、半年か一年、決ま

らない場合、子の受験勉強

に身が入らない危険性や子

が両親が紛争することを受

けて、進学を断念する危険

性がある。大学進学の場

合、「急迫の事情」として

単独親権を認める判断をす

るのか。その判断の期間は

どれほどか。

法案審議の過程で、切実な議

論があり、適切な期間の間に

審判が下されることが当然望

ましい。これが議事録に残

り、法案が成立した際は、司

法も共有することになる。司

法が適切に対応してくれると

期待する。

共同親権で接点を持つから、

またそこでいがみ合い、もう

一回子どもが傷つく場面が続

くような場合、そもそも共同

親権にできない。

適切な期間が不明である上、適切な機関の間に審判が出される具体的な人的体

制が現状では構築されていない。共同親権の場合を前提にしているのにもかか

わらず、共同親権にできず、単独親権に収まっているなどと問題設定の前提を

変更して論点をずらしている。裁判所に期待しているだけで、立法として、具

体的にどの程度迅速に判断するのかについて、定めていない。

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

山井和

則衆議

院議員

現場が、調査員が足りない

ということで、ワークしな

いリスクというのがあると

思うが、家庭裁判所の人的

体制の整備等についての規

定を修正により法文に盛り

込むべきではないか。

裁判所との間では、日常的に

法務行政あるいは司法に関す

る情報交換と意思疎通をして

いる。法律を作ったけれども

実際は動いていないというこ

とになれば、大変なことなの

で、しっかりと責任を持って

対応していきたいが、法案に

書くところまでは必要はな

い。

具体的に裁判所の人的体制をいつどのように構築する必要があるのであって、

法的な担保を法案に書く必要がないという合理的な理由がない。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

鎌田さ

ゆり衆

議院議

員

逃げるための準備期間、証

拠収集、保全の期間は人に

よって様々であるところ、

逃げるための準備期間も急

迫の事情に該当するという

解釈でよいか。

法制審議会家族法制部会にお

いて、急迫の事情が認められ

るのは、加害行為が現に行わ

れているときやその直後のみ

に限られず、加害行為が現に

行われていない間も、急迫の

事情が認められる状態が継続

し得ると解釈することができ

ると確認をされている以上、

暴力等の直後でなくても、急

迫の事情があると認められ

る。

かかる回答内容であれば、「急迫の事情」ではなく、「必要かつ相当」という

文言の法文上、相応しい。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に置き続ける事案の増加

のおそれ

施行までの期間は二年と

なっているが、都道府県に

よっては調査員が足りず、

十分な調査ができない結

果、子どもが亡くなる事案

や進学断念をする事案が生

じるかねず、その場合、子

どもの不利益になりかねな

いので、法案を修正して、

施行までの期間を五年とす

る修正を行うべきではない

か。

二年の法案を出しており、三

年延ばす必要性はない。

関係省庁において、具体的な検討がなされておらず、具体的な事案における子

の不利益になりうる具体的な対策がなされておらず、更に調停官や調査官など

の採用、育成には、長時間かかる上、子の利益に反しないようにするためにの

準備としてはあまりにも不十分であり、２年で具体的な体制、対策が構築され

る根拠が全く示されていない。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

鎌田さ

ゆり衆

議院議

員

緊急か否かに関わらず保護

者の同意が求められるとこ

ろ、単独親権か共同親権か

の確認方法や双方の意思が

一致しなかった場合の調整

方法はどのような対策を想

定しているか。

個別の事案を答えることは困

難。一般論として、父母双方

が親権者であることについて

は来院した親に確認を取り、

双方が親権者である場合には

同意を取得できていない親に

対して事情を説明した上で、

同意書を送付するなどの対応

が考えられる。その上で、父

母双方が親権者である場合に

父母の意見対立が生じたとき

は、父母の意見対立を調整す

るための新たな裁判手続を利

用することや、患者の病態等

から緊急に医療行為が必要と

なる場合には父母の一方が単

独で親権を行うことができる

ことは明確化されているの

で、手続を適切に運用してい

くことが重要である。

具体的な手順や対策が定められていない。２０２３年９月以降、医療機関から

も懸念の声があがっている。日本産科婦人科学会、日本小児科学会など四つの

学から重大な問題が発生することを懸念する旨の要望書が国に、法務省に提出

されている。

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

山井和

則衆議

院議員



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

鎌田さ

ゆり衆

議院議

員

別居や離婚後に行われる暴

力、暴言、メール等での嫌

がらせ、それから濫訴と

いった行為は、互いに人格

を尊重し協力しなければな

らない趣旨には反するとい

うことでよいか。

義務に違反したと評価される

ことになるかは個別具体的な

事情に即して判断されるべき

であると考える。一般論とし

ては、暴力や暴言、濫訴等

は、これらの義務違反と評価

され得る。

実効的かつ具体的な方策ではない。
①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

寺田学

衆議院

議員

一般的に、単独の指定より

も共同親権の指定の方が認

められやすいというような

話が流布されているが、単

独親権の方よりも共同親権

の方が認められやすいの

か。

父母双方を親権者とするか、

その一方とするかについて

は、個別具体的な事情によっ

て判断されるもので、どちら

が認められやすいということ

は一概には言えない。

認められやすいということではないということであれば、裁判所において、

誤った解釈・運用されないように、立法者意思として、共同親権が原則ではな

いことを明記すべきである。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

寺田学

衆議院

議員

人工妊娠中絶の手術に関し

て、一方の親が単独で行う

ことができる行為かどう

か、御判断をお示しくださ

い。

御指摘のような中絶手術につ

きましても、母体保護法に

よってこれが可能な期間が制

限されていることなどを踏ま

えれば、急迫の事情に該当し

得ると考えられます

質疑によって、明らかになったケースの１つであるものの、他にもどうなるの

か未検討なケースが多数あることは、明らかである。また、このケースにおい

ても、子の利益の見地から、子の生命・身体に危険を及ぼす危険性があり、明

確にされるべき。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

おおつ

き紅葉

衆議院

議員

教育支援制度の影響につい

て、現在の教育支援制度に

は、高校等の就学支援金又

は大学などの修学支援制度

について、親権者が二名の

場合は二名分の収入証明が

必要となるところ、離婚後

共同親権の場合、高校の場

合又は大学などの高等教育

の場合、これはそれぞれ同

じ扱いになるのか。

高等学校等就学支援金につい

て、保護者等の収入に基づき

受給資格の認定が行われる

が、保護者の定義は、法律

上、子に対して親権を行う者

と定めている。そのため、共

同親権を選択した場合には親

権者が二名となることから、

親権者二名分の所得で判定を

行うことになる。もっとも、

就学支援金の受給資格の認定

等に当たっては、親権者が二

名の場合であっても、親権者

たる保護者の一方がＤＶや児

童虐待等により就学に要する

経費の負担を求めることが困

難である場合には親権者一名

で判定を行うとしている。

「困難事案」と認められなければ、合算される、ということになる。その場

合、現状、親権のない側の親（非監護者）が単に養育費を支払わない場合の生

活リスクは親権者（監護者）側が負っている。就学支援の趣旨でもあるため、

養育費の有無によらず（支払わない人が多いこともあり）、親権者（監護者）

側のみの課税所得のみを基準として高校無償化制度の利用ができるようになっ

ていた。共同親権となった場合には、結局養育費が支払われるかどうかは非監

護者の意向次第でそのリスクを負うのが監護者であるという現状は何も変わら

ない中で、合算された収入が910万円を超えるケースはかなり多い以上、無償化

等の支援が受けられなくなるシングル世帯が激増する危険がある。

支援の申請をしようと窓口に行った場合、「お宅は共同親権なので、非監護者

の方の収入資料と申請書への署名押印をもらってきてください」と言われ事実

上、就学支援が受けられれない危険性、支援が受けられないため進学のための

追加費用を相手方に求めた際に、相手方からの不当な要求、支配に応じざるを

得なくなる危険性、または、それを危惧して、子が進学を諦めざるをえない状

況になる危険性がある。

このように、共同親権制度に伴う社会保障制度上の問題について、具体的な検

討が不足している。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

⑥関係府省庁での検討不十分

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

鎌田さ

ゆり衆

議院議

員

親の意見が一致しない場

合、例えば医療行為ができ

ない場合、患者である子に

不利益な結果が生じた場

合、医療機関は免責される

保証はあるか。

医療機関が不法行為あるいは

債務不履行責任を負うかは、

個別具体的な事情によるので

回答困難。日常の行為と認め

られれば、親権の単独行使が

可能になる一方、子の心身に

重大な影響を与え得る治療で

も、緊急を要するものは、急

迫の事情があると認められ、

また、子の心身に重大な影響

を与えないような治療の解釈

について各医療機関が困惑す

ることがないよう、所管省庁

である厚生労働省とも連携協

力して医療機関等への十分な

周知、広報に努める。

現状において、厚生労働省と具体的な検討をしておらず、医療機関において、

訴訟リスクを回避できるという保証がなく、子どもが適切な医療を受けられな

い危険性がある。



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

米山隆

一衆議

院議員

子の連れ去りは人格尊重義

務に反し、親権取得につい

てマイナスになる、また、

ＤＶになることもあるとい

うが、それはあくまで極端

な例であって、配偶者とけ

んかしたりして、片方の配

偶者に一定の非があり、子

どもを連れて実家に帰りま

したというよくあるような

事案は、人格尊重義務に反

する、親権の取得にマイナ

スになる、ＤＶになるとか

ということはないというこ

とを確認したい。

一概にいうのは困難。 何でも連れ去りで、人格侵害だというのは何か余りにも現実離れしている。

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

米山隆

一衆議

院議員

裁判所は、親権の訴えがな

されたとき、①母単独親

権、②父単独親権、③共同

親権で、かつ監護者の定め

なし、④共同親権で母監護

者、⑤共同親権で父監護者

という、これは五つの選択

肢の中から子の利益のため

に一切の事情を考慮して決

定しなければならないとい

うのがこの法のたてつけ。

裁判官というのは、ここに

いる皆さんと余り変わらな

い。

人間は、大体ＡとＢの比較

はできるけれども、五つ比

較されると決められないと

いう人は非常に多いし、な

かなか大変であるところ、

裁判官に託して大丈夫なの

か。

法案が成立した際には、裁判

所において適切な審理が行わ

れるよう対応されるものと承

知をしている。法務省として

も、国会審議の中で明らかに

なった解釈等について裁判所

と適切に共有し裁判所の取組

に協力していく。こうした裁

判所との連携を通じて、各裁

判官が本改正案の趣旨に沿っ

て適切な判断をすることが可

能になる。

いつも選択肢があって、しかも子の最善の利益のために突然決めろとか言われ

たら、それは非常に判断はばらつく。裁判官の自由に決められるんだから、裁

判官だって個性がある。

さらに、Ａ、Ｂどっちかぐらいのものであれば、大体一定の判断に収束してい

くと思うが、五つも選択肢があったら、裁判官によってどこに落ちるか全然異

なる危険性がある。申立人も裁判官も困るのであって、司法の信用性にかかわ

る問題である。

一方で、それを防ぐために基準を作ろうとかといって、裁判所の中で基準を共

有するということはあり得るが、現時点で、裁判所に法を作らせてしまうこと

になる。法は立法府で立法をするべきである。明確に両親、子どもの意思を尊

重するという条文を入れる必要がある。

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

おおつ

き紅葉

衆議院

議員

裁判になった場合に、言葉

等の精神的なＤＶなど、証

拠提出が難しい場合は支援

措置を受けられなくなるの

か。継続申請の場合、離婚

して数年たったから別居親

からの危険性はないと判断

されて支援措置が受けられ

なくなるのではないか。

だから、総務省にもう今回

のこの通知発出を踏まえた

上で、今後の支援措置の在

り方は。

民法改正法案により、離婚後

に父母双方が親権者と定めら

れた場合においても、婚姻中

における取扱いと同様に、支

援の必要性が認められる場合

には支援措置を実施する。

今後、本改正によるＤＶ支援

措置等に係る課題を把握した

場合には、同制度をより適切

に運用を行う観点から、実務

を担う市区町村の意見も聞き

ながら、法律を所管する法務

省など関係省庁と協議、検討

する

地方自治体や関係省庁等との検討がなされていない。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

⑥関係府省庁での検討不十分

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

④子を高葛藤の父母の間に置き続ける事案の増加

のおそれ

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月９

日衆議院法務

委員会

寺田学

衆議院

議員

父母が共同して親権を行う

のが困難であるとは言えな

い状態というのはどういう

状態か。

一概に回答困難。一般論とし

て、共同して子の養育に関す

る意思決定を行うことが困難

であるような場合には、父母

が共同して親権を行うことが

困難と認められるときに当た

る。

抽象的で、具体的な状況が不明である。
②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

令和6年4月９

日衆議院法務

委員会

寺田学

衆議院

議員

同上（再質問）。

葛藤が高く非常に感情的に

なっている父母間の問題につ

いては話し合う余地もない状

態であるにもかかわらず、子

どもの利益のためにというこ

とについて、幾ばくかの理解

が双方に成り立つならば、共

同して親権を行使するための

最低限のやり取り、最低限の

コミュニケーションをとるこ

とができる場合。

最低限のコミュニケーションの内容が全くもって不明である。現実的に、項葛

藤でかつ、共同親権について合意できない場合を前提にしているのに、子ども

のことについて、冷静に話し合いで決めることができる、最低限のコミュニ

ケーションをとることができる場合など果たして存在しうるのか、問題設定自

体に疑義がある。

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

令和6年4月９

日衆議院法務

委員会

寺田学

衆議院

議員

父母の一方が相手に対し

て、犯罪者である、犯罪行

為を犯しているというよう

なことを言い合う関係とい

うのは、人格尊重されてい

るかどうか。

やり取りの中でぽっと口をつ

いて出てしまう場合はある。

かかる言動が繰り返されれ

ば、困難性に該当する。

子連れ別居を犯罪として捉えることに問題がある。 ④子を高葛藤の父母の間に置き続ける事案の増加

のおそれ

令和6年4月９

日衆議院法務

委員会

寺田学

衆議院

議員

子連れ別居に際して、一方

的に相手に略取誘拐なのだ

というふうに言っている場

合、一般論として人格尊重

義務を損ねているといえる

か。

そのとおり。 同上。
④子を高葛藤の父母の間に置き続ける事案の増加

のおそれ

臨床現場では、家庭裁判所

で面会交流を決められた子

どもたちが、面会交流を嫌

悪し、面会をめぐる別居親

との紛争にさらされ、ある

いは過去のトラウマからの

回復が進まず、全身で苦痛

を訴え不適応を起こして、

健康な発達を害されている

事例が増えているが、認識

しているか。

双方の親の子に配慮する姿勢

や、子の意向、心情等を慎重

に考慮した結果、父母の紛争

下に置かれる子の負担や、別

居親と子との関係がかえって

悪化する可能性等に照らし

て、試行的な面会交流を実施

するための環境が十分に備

わっているとは言えないよう

な場合には、その実施を見送

る結果となる。一方で、安

全、安心の点を含め子の利益

に反する事情がないか、子の

利益の観点から試行的な面会

交流の実施が相当と言えるか

等を検討した上で、試行的な

面会交流を実施するための環

境が備わったと言える場合に

は実施することができるとき

があると思われる。このよう

な考え方で実務を運用してい

る。

現実は、子どもが強く面会を拒否しているということを伝えても、実際にはや

るということになり、試行的な面接の場で、三十分間あったそうだが、ずっと

沈黙の時間が続いたと。子どもは、ずっと拒否の姿勢を示したということだっ

たことである。その後、子どもが通う通所、小学生が通う通所のところで、ふ

だんない乱暴な行動が最近急に増えているが。何かあったかという聴かれた。

子どもにとっては、強いストレスだったと思われる。

このように、子の利益に配慮した運用が適切になされていない現状がある。そ

の背景には、人的体制が不十分であることが推察されるところ、具体的な人的

体制がいつまでにどのように構築されるかが不明である。

令和6年4月5

日衆議院法務

委員会

本村伸

子衆議

院議員

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月９

日衆議院法務

委員会

道下大

樹衆議

院議員

法改正案が成立、施行され

た場合、自治体が行政事務

において、離婚後、共同親

権を持つ父母双方の同意を

得る必要、義務が発生した

場合、条例や規則等の改正

が必要になる可能性はある

のか。

総務省は自治体が行う行政事

務全般については所管してな

いので、行政事務全般につい

て答えることはできない。

検討していないため、条例や規則等の改正が必要となる可能性がある。 ⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月９

日衆議院法務

委員会

本村伸

子衆議

院議員

子どもの利益、子どもの最

善の利益を判断するに当

たって、親権、監護、面会

交流、養育などを決めるあ

らゆる段階で子どもの意見

を聞くことが不可欠であっ

て、子どもの意見表明権の

保障を法案に本来入れるべ

きではないか。

子どもの意見表明権を民法上

明文化することについては、

離婚の場面で子に親を選択す

るよう迫ることになりかね

ず、かえって子どもの利益に

反する。

子どもの意見を丁寧に聞く、意思や心情を丁寧に酌み取るというプロセスを大

事にすることが必要であり、それをと子どもに返していくという一連のプロセ

スが大事であることが見落とされている。子どもの権利条約の四大原則の一つ

として、子どもの意見表明権、この保障があり、こども基本法にもしっかりと

位置づけられていることを軽視している。子ども基本法において、全ての子ど

もについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事

項に関して意見を表明する機会が確保されることが重要であることを、子ども

施策の基本理念として規定している。一般的に、子どもの意見を聞き、政策に

反映することは、子どものニーズ等を踏まえることができるほか、子どもの主

体性を高めることにもつながり、こどもまんなか社会をつくっていく上で重要

とされている。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

令和6年4月９

日衆議院法務

委員会

本村伸

子衆議

院議員

親の離婚という一大事で子

どもの意見を聞くこと、低

年齢の子、声を聞かれにく

い子、意見表明権を保障す

るべきで、今、まだ全く不

十分な状況を数字として聞

いていただいたと思うが、

その点、全ての子どもから

意見を聞く必要があるので

はないか。

裁判所は、未成年の子がその

結果により影響を受ける事件

におきまして、適切な方法に

より、子の意思を把握するよ

うに努めるものとされている

ところ、調停委員会等におい

て、その事案に応じた適切な

方法により、子の意思を把握

し、審理運営に当たってい

る。

適切にと答弁するが、面会交流でも子どもに意見を聞かれたのは。五千六十六

件ということで、全く不十分である。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月９

日衆議院法務

委員会

本村伸

子衆議

院議員

協議離婚の場合、離婚後共

同親権制度のもと、父母ど

ちらか一方が共同親権にし

なければ離婚に応じないと

強く主張した場合、もう一

人の親が、離婚したいもの

の、共同親権にしないと合

意できないということにな

り、合意せざるを得ず、外

形的には父母の協議により

共同親権を選択したケース

は十分想定されるのではな

いか。

家庭裁判所の手続による親権

者の変更を可能にしている。

離婚後に改めて単独親権への変更の申立てを余儀なくされるとたとえば、ＤＶ

被害者の当事者の負担になり、ひいては、子の利益に反する結果となる危険性

がある。また、経済的負担が大きく、子の利益に反する結果となる危険性があ

る。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

パスポートの取得は、公法

上の行為で、民法とは独立

に外務省が定め、ただ海外

旅行に行くという民法上の

行為と密接に関わっている

ので、外務省において民法

の規定に準拠して運用を定

めており、民法では親権の

共同行使を前提としている

ので、両親の同意を前提と

しつつ、片方の親の署名が

あれば両親の同意があると

みなして、片方の親の署名

でパスポートの申請を認め

ているのか。

米山隆

一衆議

院議員

令和6年4月10

日衆議院法務

委員会

離婚後の共同親権の場合は、

改正案の趣旨が反映されるよ

うに、整合性は確保していき

たいが、確かに、現状は、共

同親権が離婚後も維持される

場合、片方からの署名だけを

もって発給をしていいかどう

かは慎重に検討したい。

結局決まっていないということである。

※　回答が全くまとまっていないため、理事会協議になった。

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月10

日衆議院法務

委員会

米山隆

一衆議

院議員

法定代理権の取消権、同意

権（民法5条）について、

親権の共同行使と単独行使

を分けた以は、各々共同行

使、単独行使になるという

ことでよいか。単独で行使

できる親権は、日常の教育

は単独で取り消せ、同意で

きるか。

（全く関係のない回答をした

上で）認める。
携帯電話や診療の契約において問題が生じうる。下記のとおり。 ③子に関する重要事項を決定できないおそれ

未成年の子が、自分名義で

携帯電話の契をするという

場合。

八百二十四の二第二項の監

護及び教育に関する日常の

行為に係る親権の行使に係

る親権の行使なのか、それ

とも、それを超えるものな

のか。共同親権で、母親

が、これは日常に係る行為

だということで、自分は単

独で親権を行使できること

だと考えて、母単独名義で

同意した。しかし、それは

あくまで子供が契約してい

る。母は同意した、それで

契約した。携帯電話会社

も、単独でできるのという

ことで契約した。ところ

が、父は、了解していな

い、これはそもそも日常の

範囲を超えると。裁判に訴

えたら、裁判所が日常を超

えると判断した。

この場合、母は単独名義で

同意しているので、民法八

百二十五条の、父母が共同

して親権を行う場合におい

て、父母の一方が、共同の

名義で、子に代わって法律

行為をした又は子がこれを

することに同意したとき

は、その行為は、他の一方

の意思に反したときであっ

ても、そのために効力を妨

げられないというのは適用

にならないはず。共同の名

義じゃないから、単独の名

義でやっているから。単独

で行使ができるものは単独

でできるはずだから。そう

すると、これはどうなる

か。父親の方は、結局、裁

判所もこれは単独じゃな

かったと言ったので、で

は、父名義で、父が取消権

を行使して取り消せると言

えるのか。また、取り消せ

ないとしても、今度は父

が、携帯会社に共同親権を

確認しなかったことを理由

に賠償を求めることが認め

られるか。さらには、父が

母に賠償請求できるのか。

米山隆

一衆議

院議員

諸般の事情に照らし、権利濫

用等で対処する。

携帯会社としては怖い。単独ではなかなか難しい。必ず両親の同意を求めるこ

とになる。求めた方が安全である。

これは別に携帯会社なら、せいぜい契約した携帯が解約されるだけだからいい

が、医療においても同じことが起こり得る。子どもだったら、親が、この子に

医療をしてくださいと親が契約しているから取消しみたいな話ではなくなって

しまう。少なくとも、共同を単独と誤認した場合の第三者保護規定というのを

作らなければ、受ける側も行使する側も安心できない上、子の利益に反するこ

とになる危険性がある。

令和6年4月10

日衆議院法務

委員会

③子に関する重要事項を決定できないおそれ



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

令和6年4月10

日衆議院法務

委員会

斎藤ア

レック

ス衆議

院議員

共同親権の場合、高校生の

ときにサマースクールに行

かせる場合もあると思う

が、海外に行く場合、必ず

毎回親の承諾、言ったら、

両親が協議をして必ず合意

に至らないと海外に旅行に

も行けないのか。

同行者の有無ですとか、その

目的、期間等、様々でありし

て、一概にお答えすることは

困難。一般論として、短期

間、観光目的で海外旅行をす

るような場合には、通常は日

常の行為に当たり得る。

基準が不明確で混乱が生じるのみならず、子の利益に反しうる。

抽象的で、裁判所の判断に委ねられる部分があまりに多すぎる。
③子に関する重要事項を決定できないおそれ

令和6年4月10

日衆議院法務

委員会

本村伸

子衆議

院議員

子供たちの意思、心情の聴

取を必ず行うように求め

る。

指摘がされるところについて

は、真摯に受け止めたい。

現在の家庭裁判所の実務では、子どもが別居親を拒否すると、根掘り葉掘り拒

否の理由を尋ねたり、どういう条件であれば会ってもよいかというような聞き

方で、直接の面会交流が実施されるように誘導し、あるいは、子供が別居親を

拒否するのは同居親の刷り込みであると評価して、子供の意思を尊重しないと

いう扱いが見られる。しかし、子どもの意思を反対方向に誘導するやり方は、

子どもの意思を拒否することに等しい。面会交流を拒否する場合でも、そのほ

とんどは子どもの主体的な意思に基づいており、子どもなりの理由や根拠があ

る。別居親が忘却していても、子どもには、同居中に別居親が威圧的だった記

憶が焼き付き、そこで自分の主体性を奪われ、自尊心を損なってきたという心

の傷を抱えている場合がある。そのような心の傷は、会いたくないというその

子なりの意思表明を否定され、面会を強いられることで一層深まる。その結

果、別居親とのよい関係は始まらず、親子関係の改善が困難になるだけではな

く、大人不信、社会不信を募らせるリスクも持つ。子どもの意思を否定して子

供どもの福祉は図れない。

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

令和6年4月10

日衆議院法務

委員会

本村伸

子衆議

院議員

岡村参考人も、ＤＶ被害者

に対して誘拐罪での刑事告

訴、民事裁判、被害者側の

弁護士に対する懲戒請求、

ＳＮＳ等での発信、写真や

個人情報の公開など、加害

行為が別居後にも終わら

ず、むしろ復讐にも近い形

でエスカレートするケース

が増えているといっている

が、こうした実態について

どういうふうに把握をして

いるのか。

代表的な方々のお声を聞い

て、その状況をしっかり把握

させていただく。

現状において、まったく現状を把握しておらず、ＤＶ被害者への対策が具体的

になされているとはいいがたい。

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

臨床の現場では、家庭裁判

所で面会交流を決められた

子どもたちが、面会交流を

嫌悪し、面会をめぐる別居

親との紛争にさらされ、あ

るいは過去のトラウマから

回復が進まず、全身で苦痛

を訴え不適応を起こして、

健康な発達を害されている

事例が増えているという状

況を改善していくために、

どういうふうにしていくつ

もりなのか。

【法務大臣】

家庭裁判所において適切に判

断されるべき事項であるた

め、法務大臣として具体的な

コメントをすることは差し控

えたい。

【最高裁判所】

家庭裁判所においても、この

ような認識を踏まえて、必要

な事案で家庭裁判所調査官が

行動科学の専門的知見や技法

を活用して調査をするなど、

親子交流が子に与える影響に

ついて十分に検討されている

ものと承知している。

回答になっていない。現状が改善されるのか不透明である。

本村伸

子衆議

院議員

令和6年4月10

日衆議院法務

委員会

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制



共同親権における問題点のポイント （４月１０日衆院法務委員会まで）

日付/会議名 質問者 質問要旨 答弁要旨 問題点

論点

※論点の種類

①ＤＶ・虐待事案を除外する方策が講じられてい

ない

②共同行使を支援する制度が欠落した下での非合

意型共同親権における紛争

③子に関する重要事項を決定できないおそれ

④子を高葛藤の父母の間に起き続ける事案の増加

のおそれ

⑤極めて不十分な家庭裁判所の人的物的体制

⑥関係府省庁での検討不十分

ある日に子どもにどのような

服装をさせるかや、子にどの

ような習い事をさせるか、あ

るいは、風邪の診療等、日常

的な医療行為などのように、

日々の生活の中で生ずる身上

監護に関する行為で子に対し

て重大な響を与えないもの

は、日常行為に該当する。

他方で、日常の行為に該当し

ないものの例として例えば、

幼稚園や学校の選択や、進学

か就職かの選択、生命に関わ

る医療行為、子の妊娠中絶、

子の住居の決定、長期間勤務

する会社への就職の許可など

のように、子に対して重大な

影響を与え得るものについて

は、日常の行為に該当すると

は言えない。

令和6年4月10

日衆議院法務

委員会

本村伸

子衆議

院議員

子どもにどのような習い事

をさせるのかですとか、幼

稚園や学校の選択、進学か

就職かの選択、子にどのよ

うな宗教を教育するのか。

その次、宗教学校への進学

という点は、日常の行為と

いうことで考えられるの

か。

日常の行為の該当性が不明確だと訴えられるリスクがあるからこそ、明確にす

る必要がある。
③子に関する重要事項を決定できないおそれ


